
新たな地域医療構想について

令和７年３月

広島県健康福祉局医療介護政策課

1

資料５



2



3



4



新たな地域医療構想の方向性

現行の地域医療構想
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病床の機能分化と連携

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向け
て、高齢者の医療需要が増加することが想定さ
れる。このため、約300の構想区域を対象として、
病床の機能分化・連携を推進するための2025年
に向けた地域医療構想を策定。

新たな地域医療構想

入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を
含む、医療提供体制全体の課題解決を図るための地域
医療構想へ

＜新たな地域医療構想における基本的な方向性＞

●地域の患者・要介護者を支えられる地域全

体を俯瞰した構想

85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療
等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題
に対応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対
象とした地域医療構想を策定する。

●今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療

機関機能に着目した医療提供体制の構築

病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の
受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療
機関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。

●限られたマンパワーにおけるより効率的な医療

提供の実現

医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携
強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提
供体制モデルを確立する。



新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理

現行の地域医療構想
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新たな地域医療構想

基本指針（国）

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

基本指針（国）

介護保険
事業支援
計画

（都道府県）

介護保険事業
計画

（市区町村）

・地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める

地域医療構想（都道府県）
病床の機能分化・連携の推進

整
合
性
を
図
る

基本指針（国）

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療医
師の確保
外来医療提供体制 等

基本指針（国）

介護保険
事業支援
計画

（都道府県）

介護保険事業
計画

（市区町村）

・地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める

地域医療構想（都道府県）
入院医療、外来・在宅医療、介護と
の連携等を含む医療提供体制全体
の将来の構想

整
合
性
を
図
る

整
合
性
を
図
る

即して定める

医療法上、医療計画
の記載事項の一部

医療計画の上位
概念として位置

づけ



新たな地域医療構想の記載事項

現行の地域医療構想
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新たな地域医療構想

主な記載事項

○構想区域における将来の病床数の
必要量

○地域医療構想の達成に向けた病床
の機能分化・連携の推進に関する
取組

○病床機能の情報提供の推進

主な記載事項

○地域の医療提供体制全体の将来のビジョン・
方向性
※入院医療、外来医療、在宅医療、介護との連携、
人材確保等を含む医療提供体制全体の将来のビ
ジョン・方向性

○構想区域における将来の医療機関機能の確保
のあり方

○構想区域における将来の病床数の必要量

○地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能
分化・連携の推進に関する取組

○地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・
連携の推進に関する取組

○医療機関機能の情報提供の推進

○病床機能の情報提供の推進
※具体的な記載内容等はガイドラインで検討

※医療計画において、新たな地域医療構想に即して、５疾病・６事業及び在
宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定める。
※新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する
計画との整合性を図る。



○高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期か
らのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し
支える医療を提供する機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や
リハビリテーションを提供する機能

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨
折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした
リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハ
ビリテーション機能）

病床機能報告制度

現行の地域医療構想

8

新たな地域医療構想

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向け
て、診療密度が特に高い医療を提供する機能

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能。

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部
骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目

的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能
（回復期リハビリテーション機能）

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の
意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難
病患者等を入院させる機能

高度急性期

急性期

包括期

慢性期



【新規】医療機関機能報告

医療機関機能の考え方

○医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、
医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う｢医療機関機能｣を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民･患者に共有。

○二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。

地域ごとの医療機関機能 具体的な内容（イメージ）

高齢者救急・地域急性期機能 ○高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協
力･連携しながら、入院早期からのリハビリ･退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後
のリハビリ等の提供を確保する。
※地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

在宅医療等連携機能 ○地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24
時間の対応や入院対応を行う。
※地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

急性期拠点機能 ○地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療
等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う。
※報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役割を設定。

また、アクセスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設
定。

専門等機能 ○上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入
院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズ
に応じた診療を行う。

広域な観点の医療機関機能 具体的な内容（イメージ）

医育及び広域診療機能 ○大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育
をはじめとした医療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これ
らの機能が地域全体で確保されるよう都道府県と必要な連携を行う。
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構想区域

○構想区域の設定に当たっては、引き続き二次医療
圏を基本として、急性期拠点機能等の医療機関機
能の確保に向けて、アクセスの観点も踏まえつつ、
人口規模が20万人未満の構想区域や100万人以上
の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の
確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制
上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域
を見直す。

○広域な観点での区域については、都道府県単位で
設定する。

○在宅医療等については必要に応じて二次医療圏よ
り狭い区域での議論が必要であり、地域の医療及
び介護資源等の実情に応じて、市町村単位や保健
所圏域等、在宅医療等に関するより狭い区域を設
定する。

○具体的な区域の検討については、別途整理。
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現在の二次保健医療圏



新たな地域医療構想と医療計画の進め方
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2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度～

地域医療構想

保健医療計画

新たな地域医療構想の取組

医療機関機能に着目した地域の医療
機関の機能分化･連携の協議、病床
の機能分化･連携の協議等

新たな地域
医療構想の
検討（国）

ガイドライン
の検討（国）

第8次保健医療計画（※）
※救命救急センターのあり方や周産期医療等、個別の事業の課題を第９次医
療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第9次保健医
療計画

第9次計画
の検討（国）

第9次計画

の検討（都
道府県）

新たな

地域医療
構想
の策定

将来の方向性、
将来の病床数の
必要量の推計 等

中間見直し
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新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関す
る検討プロジェクトチーム取りまとめ概要

◎ 以下の観点から、新たな地域医療構想に精神医療を位置付けることが適当。

○新たな地域医療構想は、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、医療提供体制全体の構想

⇒地域の医療提供体制全体の中には、精神医療も含めて考えることが適当

○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける意義

・中長期的な精神医療の需要に基づく精神医療体制の推進

・病床機能報告の対象に精神病床を追加し、データに基づく協議・検討

・協議の場への精神医療関係者の参画することで、精神医療と一般医療との連携等の推進

・地域医療構想の実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使による、精神病床等の適正化・

機能分化の推進

○なお、新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、法律改正後に
施行に向けて、必要な関係者で議論する必要があり、精神医療に係る施行には十分な期間を
設けることが必要。

※病床数の必要量の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の場の範
囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等

（令和６年 12 月３日新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討PT）
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